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第１章　計画の基本的事項
○計画策定の背景
　今年５月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（アイヌ施策推進法）」が施行、
アイヌの人々が先住民族であることが明記され、総合的かつ継続的にアイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現を目指すも
のとされている。
○計画策定の目的
　アイヌ施策は民族理解や文化、教育、福祉など、幅広い分野にまたがるため、目標や基本方向を一体的に示し、アイヌの人た
ちの誇りが尊重される社会の実現に向けた取り組みを総合的・効果的に推進することを目的として策定
○計画の期間
　2020（令和２）年度から2024（令和６）年度までの５年間

第２章　第二期計画の４つの基本方向における取組状況
　これまでも様々な取り組みを進めているが、理解が十分に浸透しているとは言えないことから、今後においても取り組みを継続
していくことが重要

第３章　計画の目標と基本方向、施策の体系
・　計画の目標に先住民族であることを明記
・　基本方向では、第二期計画で「教育の振興」と「生活の安定と生活環境の充実」の２つに分けていた項目を、「生活の安定と教
育の充実」に１本化
・　主な施策では、第二期計画にあった「関係団体への支援」について、「地域活動の促進」に統合
・　その他は第二期計画と同様

　■今後のスケジュール

令和元年度内の計画策定を目指し取り組んでいく。
　
　令和元年１１月　　　　原案策定（健康生活支援審議会、厚生委員会報告）
　令和元年１１～１２月　パブリックコメント実施
　令和２年１～２月　　　最終案策定（健康生活支援審議会、厚生委員会報告）
　令和２年３月　　　　　成案

　■　審議結果

　・同内容で、８月19日厚生委員会へ報告することで了承された。

　■　その他、指摘事項等

令和元年度　第６回全体庁議（８月６日開催）

審議 ・ 報告 （９）第三期アイヌ施策推進計画について[保健福祉部]

　■　提案・報告の趣旨

　第三期アイヌ施策推進計画を策定するにあたり、計画策定の背景や目的、施策の体系などを骨子としてとりまとめ、令和元年
８月19日の厚生委員会に報告するもの

　■　提案・報告の主な内容(概要)


